
〔様式６〕 

【地方振興事務所（地域事務所）】 

不利益処分の名称 違反転用に対する処分 

◎法令の定め 

 農地法第 51条第 1項 

 

 

 

 

◎処分基準の内容 

法第 51条第１項の規定による処分の基準 

「農地法の運用について」（平成 21 年 12 月 11日付け 21 経営第 4530 号・21 農振第 1598 号農林水産省

経営局長・農村振興局長連名通知 最終改正：令和 8 年 3 月 31日 7経営第 3100 号・7農振第 3272号） 

なお、この文書において「法」とは、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）をいう。 

 

 

１ 法第５１条第１項の「土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必

要があると認める」か否かの判断をするに当たっては、当該違反転用に係る土地の現況、その土地の周

辺における土地の利用の状況、違反転用により農地及び採草放牧地以外のものになった後においてその

土地に関し形成された法律関係、農地及び採草放牧地以外のものになった後の転得者が詐偽その他不正

の手段により許可を受けた者からその情を知ってその土地を取得したかどうか、過去に違反転用を行っ

たことがあるかどうか、是正勧告を受けてもこれに従わないと思われるかどうか等の事情を総合的に考

慮することが適当と考えられる。 

なお、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域内にある土地につ

いては、一般的には「特に必要がある」と認められると解される。 

また、高度化施設用地が違反転用に該当する場合には、法第４条第１項の規定に違反することとなる

ため、当該高度化施設用地に設置された農作物栽培高度化施設の設置者が処分の対象となることに留意

するものとする。 

 

２ 法第５１条第１項第２号の「許可に付した条件に違反している者」には、法第４条第１項又は第５条 

第１項の許可を受けた者の一般承継人であって当該許可に付された条件に違反している者は含まれる

が、当該許可を受けた者の特定承継人は含まれないものと解される。 

 

３ 法第５１条第１項第４号の「偽りその他不正の手段により、第４条第１項又は第５条第１項の許可を

受けた者」には、偽りその他不正の手段により許可を受けた者の一般承継人は含まれないものと解され

る。 

 

４ なお、法第３条第１項又は第１８条第１項の許可について、詐欺、強迫等によりその意思決定に瑕疵

がある場合又は収賄その他の不正行為に基づきなされた場合には、法第５１条第１項の規定にかかわら

ず、公益上の必要があるときは、当該許可を取り消すことができると解される。 
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